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第  者育成 施 の  

 
第  の  

平成 22 年 月、子ども・若者育成支援施策の総合的推進のための枠組 と、 会生活を に営 上

で を有する子ども・若者を支援するための ッ ワーク などを 的とした「子ども・若者育成支援

推進 」が施行 、 年 7 月に、 に く子ども・若者育成支援推進大 （ 下「大 」という。）

として、「子ども・若者 ョン」が策 た。  

その後、有識者からなる子ども・若者育成支援推進点検・ 会議を開催し、大 に く施策の点検・

を行うとともに、平成 27 年には、「子ども・若者 ョン」の策 から 5年を経 した とを 、

たな大 を策 すべく、子ども・若者育成支援推進点検・ 会議にお る を まえつつ、総合的な

地から検討・ を行い、平成 28 年 2月に たな「子 ・若者育成支援推進大 」が策 た。  

 

第  県における 者育成 施 の  

 

 第 県 者育成 の  

子ども・若者育成支援推進 の施行等の状況を まえ、あおも の未来を担う人 である子ども・若者

の成 と を支援していく 会 く を し、関 機関 県民が一 となって取 組 でいくため

の を めるため、平成 25 年 1 月に「青森県子ども・若者育成支援推進 画」を策 し、各 施策を

開してきた。 

   しかしながら、 年、子ども・若者を取 く は、 子化や 化、 たな 通 ー の 

  出現等に加え、経済 会 が 化してお 、 うした とを に、人間関 の 化、 や地域に 

  お る教育 の 下、有 の などの の 化や、生ま てから現 に るまでの生育 にお 

  いて な 題に し、 え 、 、児童 、い め、 校、 ー 等の 題が に し合 

  うなど、 な 題を 合的に えているなどの状況等を まえ、 までの 画の しを行うととも

に、本県にお る取組を に推進するため、平成 0 年 月に「第２ 青森県子ども・若者育成支援推進

画」を策 した。 

 

  の け 

子ども・若者育成支援推進 第 9 第１ に た「 県子ども・若者 画」として、子

ども・若者の育成支援に関する本県の施策を総合的かつ 画的に推進するための 本 画とする。 
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平成 0年度（2018 年度）から平成 4年度（2022 年度）までの 5年間 

 なお、子ども・若者を取 く 会 の 化などを まえ、 要に て しを行う ととし

ている。 

 

 

 

ラム 「主権者教育と若者の政治参画」 
 
 

 

票した 者が（ に関わら ）その後どのような政治的活動を行っているのかを 的に ェックして

いく となど、 たちの国、 たちの のあ 方は たちが めるの という意識を する

と という とにな ます。 

らに、主権者教育で がちな点ですが、年齢等の を た 、 らが議員や 選挙に

する ともできる ですから、「選 」 ではなく、「選 る 」に つ ともできるの 、という

とも に えていく 要があ ます。そして、 が議員や となった にも、 があくまでもそ

の国の国民、その の 民の「代理人」としてそのような にあるの という とを に 識したうえ

で行動する、そのような人 を育成していく とも重要でし う。 

から 250 年 ど前に、高 な政治 のル ーは選挙について のように っていました。「イ

人民は、 たちは と っているが、そ は大間違いである。 らが なのは、議員を選挙す

る間 の とで、議員が選 てしまうと、 らは とな 、 ものでもなくなる。」 のような

が現 も通用しているとす 、ある意 人 は進 していないという とにな まし う。 

主権者教育が担うべき は、その意 でも重要なのです。 
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  の  

の 画の対象となる「子ども・若者」の は、 本的には 0 から 0 未 の者とするが、施

策によっては 40 未 の者も対象とする。 

（参考） 本 画にお る「子ども」「若者」の年齢  

 
 

4   施  

      お の 者 育 に           

 
       者の 成 に け  

 
          的 である「 ・ ・ 」を育成します 

 
     2     会的・職業的 に 要な を育成します 

 
       る 者 の の  

 
         ー 等に対する支援の充実を図 ます 

 
    4     い め、 校、高校中 学等への対 の充実を図 ます 

 
         等のある子ども・若者への支援の充実を図 ます 

 
          き も の子ども・若者への支援の充実を図 ます 
 
          行・ 対策と ち 支援の充実を図 ます 

 
     8     子どもの 対策を推進します 
 
          特に が 要な子ども・若者への支援の充実を図 ます 

 
        を有する子ども・若者やその を総合的に支援します 

 
       者の成 る  

 
        ・学校・地域の 連携による教育 向上を推進します 

  
   2     県民一人 と が子ども・若者の育成支援に参画する く を推進します 

 
        子ども・若者を取 く 会 の 化を推進します 

 
 

       者の成 る の 成 
 

   4     子ども・若者の成 を支える担い を 成します 
 

       者の育成 
 

        的な未来を 拓く子ども・若者の育成を推進します 
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 の  

 

   

平成 25 年 1月に策 した「青森県子ども・若者育成支援推進 画」において、 画の 的な進行

管理を行うに た 、各 施策の取組状況を ・ するための として、重点 とに一

の「 ング 」（ 22）を し、 年度の数 の推 を公表してきた。 

平成 0年 月に策 した「第２ 青森県子ども・若者育成支援推進 画」においても、 ン

グ を し、公表する ととしている。 
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       本 画の 実かつ 的な推進を図るため、 庁的な推進組 である「青森県青 年行政連 会議」

において、各 施策の進行管理を行っている。 

       また、各 施策に関連する取組の内容や進行管理の状況について、県民に公表するとともに、「青森

県青 年 育成 議会」に し、 議会からの提 や意 等を 的な施策の推進に て

いく ととしている。 
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